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条件付採用職員勤務報告書

	
年　　月　　日

　　上小阿仁村長　　　　　　様

（所属長名）　　　　　　　　　㊞

条件付採用期間中の職員の勤務状況等について（報告）

	
	第1次判定者
職・氏　名
	

	
	第2次判定者
職・氏　名
	

	所属課・班
等及び職名
	
	氏　　　名
	条件付採用期間

	
	
	
	年　　月　　日から
年　　月　　日まで

	勤務状況
	

	分掌事務
	

	事務遂行
状　　　況
	

	現在の職務
に対する
適正
	

	健康状況
及び病気
休暇日数等
	

	その他
	

	総合判定
	


【記載要領】
　地方公務員法第２２条の規定に基づく条件付採用は、職員の職務遂行能力が競争試験又は選考により判定されたとおりかどうかを勤務を通じて判断するいわゆる試用制度であり、すべての職員の採用は条件付のものとされ、その職員が当該職において６月を勤務しその職務を良好な成績で遂行したときに正式採用になるものであり人事通知に６カ月間の条件付採用の期間を明示しています。
　このたび、人事管理のなお一層の徹底を図るため「職員の条件付採用に関する取扱要綱」整備し、条件付採用職員勤務報告書を提出していただくことにしましたので、所属長においては、条件付採用職員の日常の勤務状況の観察等に特に留意され遺漏なく処理してください。特に報告を要する事実が発生した場合は、そのつど報告してください。
① 記載年月日について
当該職員の採用の日から５月を経過した日において、その勤務状況等を観察し記入すること。例として、４月１日採用の職員の場合、条件付採用の期間は同年９月３０日までであるが、この場合４月１日から５月を経過した９月１日に記載すること。
② 報告期限について
報告書の提出期限は、記載の日から１週間以内（記載の日を含む。）に総務課長あて親展扱いにより提出すること。①の場合９月７日まで提出すること。
③ 判定者について
判定者及びその判定項目は次のとおりとする。
	第１次判定者
	

	当該職員の直属の上司である班長（課長補佐級）。ただし、班長が課長補佐級
でない場合は課内の班長（課長補佐）。
   総合判定を除く全ての事項を判定

	第２次判定者
	

	当該職員の所属の長。
   総合判定


④ 勤務状況について
日常の観察又は指導により知り得た事実に基づき、出勤状況、執務態度、責任感、協調性、勤勉性等一般的勤務状況について記載すること。
⑤ 分掌事務について
当該職員に分掌させている事務内容を、単位事務ごとに具体的に箇条書きにより記載すること。
⑥ 事務遂行状況について
分掌させている事務の遂行状況を観察し、その判断力、勤勉性、積極性、責任感、企画力、協調性等について記載すること。
⑦ 現在の職務に対する適性について
④による一般的勤務状況及び⑥の事務遂行状況等の勤務実績及び執務に関連してみられた性格、性行等を考慮し、現在従事している職務に対する適性について記載すること。なお、現在の仕事に適性を欠く面がある場合はその理由を具体的に記載するととともに、現在の職務以外に適性と認められる仕事がある場合には、その旨をも併せて記載すること。
⑧ 健康状況及び病気休暇日数等について
本人の健康状態について記載すること。
⑨ その他
当該職員の資格免許、特技など、その他特記すべき参考事項について記載すること。
⑩ 総合判定について
　以上までの項目の観察結果等に基づきその総合的所見を記載すること。
⑪ その他
報告にあっては、今後の村政を担う人材を確保するという観点に立ち、特に次の事項に留意し記載すること。
　　記載内容は、日常の勤務を通じた観察や指導結果について、事例等を例示のうえ、具体的なものとすること。
　　総合判定については、第１次判定者等から十分に事情聴取し、人物評価、適性分野について具体的に記載のうえ、職務遂行能力に関する総合所見を忌憚なく記載すること。
　　報告書の各事項は、各判定者の自筆によること。

